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１【提出理由】

当社において特定子会社の異動が生じる事となりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示

に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①　名称　　　　：MEC Oceania Investment Pty Ltd

②　住所　　　　：31.03, Level 31 180 George Street, Sydney, NSW, 2000, Australia

③　代表者の氏名：取締役 西山 雄三、取締役 小仲 貴大

④　資本金　　　：25,185千豪ドル（2024年10月22日現在）

　　　　　　　　　※今後の増資により資本金は日本円で240億円程度（1AUSドル99円にて換算）となる予定。

⑤　事業の内容　：不動産の開発・売却

 

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：25,185,201個（2024年10月22日現在）

異動後：未定

（注）異動日時点の議決権個数は現時点において正確に予測できないため未定としております。

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前：100％

異動後：100％

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由　：今後の出資の結果、MEC Oceania Investment Pty Ltdの資本金の額は当社資本金の額の100分の

10以上に相当する予定であるため。

②　異動の年月日：2025年3月（予定）

 

以　上
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